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例

東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

条
例
の
あ
ら
ま
し

◉�

東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
八
号
）

一　

地
方
税
法
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七

年
法
律
第
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
不
動
産
取
得
税
に
お
い
て
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
中
古

住
宅
及
び
そ
の
敷
地
を
取
得
し
、
二
年
以
内
に
一
定
の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
を
行
っ
た
上
で
個
人

に
自
己
居
住
用
と
し
て
販
売
し
た
場
合
の
減
額
措
置
を
令
和
九
年
三
月
三
一
日
ま
で
二
年
延
長

す
る
ほ
か
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

二　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
九
十
八
号

東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
三
第
四
項
第
二
号
中
「
交
付
及
び
」
を
「
交
付
、
」
に
改
め
、
「
報
告
」
の
下
に
「
並
び

に
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
」
を
加
え
る
。

第
百
三
条
の
三
中
「
そ
の
」
を
「
法
第
百
四
十
四
条
の
三
第
一
項
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
八
条
の
十
三
第
三
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
四
並
び
に
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
第
十
号
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
七
項
」
に

改
め
、
同
条
第
十
一
号
中
「
附
則
第
十
五
条
第
四
十
一
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
四
十
項
」
に
改
め

る
。附

則
第
十
五
条
第
三
項
中
「
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
」
の
下
に
「
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
マ
ン
シ
ョ

ン
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
「
又
は
第
二
項
」

の
下
に
「
若
し
く
は
前
項
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
当
該
書
類
に
係
る
住
宅
又
は
当
該
申
告
書
に
係

る
」
を
「
又
は
当
該
書
類
に
係
る
住
宅
又
は
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

知
事
は
、
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
区
分
所
有
に
係
る
家
屋
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
申
告
書
の
提

出
が
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
者
等
か

ら
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
七
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
書
類
の

提
出
が
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
が
法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
規
定
を

適
用
す
る
。

附
則
第
十
五
条
の
三
第
一
号
イ
中
「
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
法
」
を
「
地
方
税
法
及
び
地
方

税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
七
号
）
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
令
和
七
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
と
い
う
。
）
第
三
百
四
十
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九
条
の
三
又
は
令
和
七
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又

は
法
」
を
「
令
和
七
年
改
正
前
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
令
和
七
年
改
正
前
の
地
方
税

法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
同
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又

は
法
」
を
「
同
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
令
和
七
年
改
正
前
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十
九
条
の

三
又
は
令
和
七
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
条
の
三
第
一
号
イ
中
「
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
」
を
「
令
和
七
年
改
正
前
の
地
方
税

法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
」
に
、
「
法
附
則
第
十
五
条
」
を
「
令
和
七
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第

十
五
条
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
法
」
を
「
令
和
七
年
改
正
前
の
地
方

税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
令
和
七
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
イ
中
「
第

三
百
四
十
九
条
の
三
」
の
下
に
「
（
第
十
八
項
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、

同
号
ロ
中
「
同
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
法
」
を
「
同
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
令
和
七
年
改
正
前
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
令
和
七
年
改
正

前
の
地
方
税
法
」
に
改
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
都
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
百
三
条
の
三

（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
消

費
及
び
譲
渡
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
消
費
及
び

譲
渡
に
対
し
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

新
条
例
の
規
定
中
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
七
年
度
以
後
の
年
度

分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
六
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
及
び

都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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